
辻川等整備工事その２

特記仕様書 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、工事に関し必要事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名 辻川等整備工事その２ 

・工 事 箇 所 鳩山町大字熊井地内 

 

（共通事項） 

第３条 前条における工事については、埼玉県編集の「埼玉県土木工事共通仕様書（以下「県

共通仕様書」という。）」及び「埼玉県土木工事実務要覧」により施工するものとする。この

場合、県共通仕様書及び県土木工事実務要覧の用語の「埼玉県」は「鳩山町」に読み替え

るものとする。 

２ 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、

次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る再生資源利用[促進]計画書を作成し、

施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）につ

いて、再生資源利用[促進]実施書を作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保

存する。 

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

① 500 ㎥以上の土砂を搬入する工事 

② 500ｔ以上の砕石を搬入する工事 

③ 200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

④ 最終請負金額 100 万円以上の工事 

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

① 500 ㎥以上の建設発生土を搬出する工事 

② アスファルト･コンクリート塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で 200 

ｔ以上搬出する工事 

③ 最終請負金額 100 万円以上の工事 

３ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分

にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを

処理契約に添付する。 

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄

物処理委託契約を締結する。 

４ 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建

設廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確認を受けるととも

に、Ｄ票、Ｅ票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならな 



い。 

 

（建設発生土） 

第４条 建設発生土は、㈱建設資源広域利用センター（以下 UCR という）の受入地に搬出し工

事間利用を図ることを想定している。 

ア 受入先 ㈱建設資源広域資源センターの受入地 

イ 土質及び処分量 第３種建設発生土 280 ㎥（現場で確認すること） 

２ UCR の利用にあたっては、受注者は UCR に土砂搬入申込書を提出し、手数料を支払い、

整理券の交付を受け、UCR の指示に従い建設発生土を受入地へ搬出する。 

　 なお、実施にあたっては、監督員と協議のうえ、実施するものとする。 

３ 受注者は、500 ㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の

規制に関する条例(埼玉県土砂条例)に基づき、土砂排出届出書を受理担当機関(東松山環

境管理事務所)へ提出するものとする。 

４ 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発

生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督員に提出する。 

 

（関係法令の遵守） 

第５条 産業廃棄物たる建設汚泥の取扱いに当たっては、産業廃棄物処理法等の関係法令を

遵守するとともに、実際の運用に当たっては以下の通知類も遵守する。 

・建設汚泥の再利用に関するガイドライン 

（平成 18 年 6 月 12 日国官技第 46 号、国官総第 128 号、国営計第 36 号、国総事第 137 号） 

・建設汚泥の再利用に関する実施要領 

（平成 18 年 6 月 12 日国官技第 48 号、国官総第 131 号、国営計第 38 号、国総事第 21 号） 

・建設副産物定期制処理推進要綱 

（平成 14 年 5 月 30 日国官技第 122 号、国総事第 21 号、国総建第 137 号） 

・建設リサイクルガイドライン 

（平成 14 年 5 月 30 日国官技第 41 号、国官総第 123 号、国営計第 25 号、国総事第 20 号） 

・リサイクル原則化ルール 

（平成 18 年 6 月 12 日国官技第 47 号、国官総第 130 号、国営計第 37 号、国総事第 20 号） 

・建設汚泥処理土利用技術基準 

（平成 18 年 6 月 12 日国官技第 50 号、国官総第 137 号、国営計第 41 号） 

・公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領【土木】 

（平成 14 年 5 月 30 日国営計第 44 号、国官総第 127 号）公共 

・建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領【営繕】 

（平成 14 年 5 月 30 日国営計第 28 号） 

・建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針 

（平成 17 年 7 月 25 日環廃産発第 050725002 号） 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第６条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法

律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンクリ

ート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分

別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 



なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化につい

ては以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と受注者の

間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であ

った場合でも変更の対象としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

○再資源化等をする施設の名称及び所在地 

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として

再生資源化施設へ搬出すること。 

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限

りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものと

する。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１ 

８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告

しなければならない。 

• 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

• 特定建設資材廃棄物の再資源化等した施設の名称及び所在地 

• 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記

録を作成し、保存しなければならない。 

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書

を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、平成 14 年 3 月 18 日に策定された「彩の国建設リ

サイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図ら

なければならない。 

 

（再生資源の利用） 

第７条 下記の再生資源を、備考欄の部分に利用すること。 

なお、現場から４０ｋｍの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材 

 
特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

 コンクリート ㈱三河解体 比企郡鳩山町大字大橋 842

 アスファルト 三井住建道路㈱ 東松山市松山 823

 資材名 規格 備考

 再生アスコン (13)-50, (20)-50 表層及び基層等

 再生粒調砕石 40 mm 以下 散策路路盤等

 再生切込砕石 40 mm 以下 散策路路盤及び構造物等

 再生砂 75μm 以下、含有率上限 50％未満 散策路路盤等



への設計変更の対象とする。 

 

（搬出入計画） 

第８条 資材及び機材の搬出入計画にあたっては、道路構造、沿道家屋等の十分な調査を行

い、最適なルートを選定する。また、搬出入の時間帯についても、十分考慮するものとす

る。 

 

（安全管理及び周辺環境への配慮） 

第９条 工事区域は、上熊井農産物直売所や農地に近接しているので、これらの施設等に影

響を及ぼさないよう細心の注意を払うとともに十分に管理を行うものとする。また、施工

に伴う振動、騒音等にも十分配慮するものとする。 

 

（施工計画） 

第１０条 受注者は、工事の施工に先立ち現地調査を行い、詳細な施工計画を作成するもの

とし、工事着手前に監督員と協議を行い、承認を得てから工事着手するものとする。 

なお、施工計画書の作成にあたっては、工程管理、段階検査、自主検査の体制についても

十分に勘案するものとする。 

 

（工事関係） 

第１１条 本工事の施工にあたっては、事前に現地の調査等を実施し、監督員に報告するこ

と。 

２ 本工事の着手にあたっては、近隣住民に極力迷惑のかからないように事前周知・地元説

明等を十分に行い、施工を開始すること。 

３ 作業中、工事車両の出入りや場内走行中、及び作業箇所には交通誘導員を配置するとと

もに、歩行者等が安全に通行できるようにすること。 

４ 現場条件等により施工が困難な場合は、監督員と協議して検討すること。 

５ ディーゼル自動車は、埼玉県の条例に適合していることを確認するとともに、不正軽油

を使用してはならない。 

６ 製品等の仕様については、その都度監督員と協議して定めるものとする。 

 

（水位上昇が予測される場合の対応） 

第１２条 受注者は工事に際し、台風・豪雨により川の水位が上昇し、氾濫等が予測される

場合は、工事を中断して安全を確保するものとする。 

 

（特定建設作業について） 

第１３条 本工事の対象地域は騒音・振動規制地域であり、特定建設作業を伴う建設工事に

該当するため、特定建設作業の開始の日の７日前までに以下のものを発注者に提出するこ

と。 

（１） 所定の届出書 

（２） 附近の見取図 

（３） 工事工程表 



（その他） 

第１４条 この特記仕様書に定めるもののほかは、その都度監督員と協議して定めるものと

する。 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装

版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものであ

る。 

 
（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工事名 辻川等整備工事その２ 

 
・工事箇所 鳩山町大字熊井地内 

 
（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

・種類及び処理量 汚泥（油分を含む汚泥） 0.01 ㎥ 

・中間処理施設 狭山市広瀬台地内 大丸商事㈱ 

・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入又は再資源化 

（処理後に焼却又は溶融を含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

 
（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの

とする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理行の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託を締結しなけ

ればならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業

廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理にかんする履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にお

いて定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。 

 
（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ

ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第３項及び第４項に基

づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならないも

のとする。 



（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として

設計変更の対処としないものとする。 

２ 受注者は、舗装切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と

協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。


